
































































































































































Q 26-3 無償又は著しく低い価格で施牧の提供等の物的サービスを受けた場令や

ボランティアの受入れをした場合において､r合理的に算定できる場合｣

や ｢客観的に把撞できる場合｣とは具体的にどのような場合ですか?

A ｢合理的に井定できる韓合｣や r客観的に把握できる場合｣とは､無償による物的

サービスやボランティアを金銭換算して財務辞表で公表する♯合に､注記だけにする

か､活動計井事に計上するか､に応じて必要とされる金銭評価の仕組みの倍額性の程

度を示しています｡信頼性の確保のためには､人数､時間救､面積などの集計の仕組

みと､換算のための単価の決定という二つの要素が必要です｡営利企業でも､不動産

の交換や退積給付費用の井定など､短期的に金銭化されないケースでの金銭評価の困

難さが議論されて来ており､これまで事例の少ない物的サービスの無償提供や､ボラ

ンティアの金銭評価については､今後の実際の事例の積み重ねの中で慣行が成熟して

いくものと考えられます｡

r合理的に算定できる着合｣(財凍結表に注罷できる場合)とは､その金額の算定

のために.借顛できる集計の仕組みと金銭換井のための単価の使用があることを音い

ます｡そのためには､ボランティアの従事時間や車両の走行軽犀､施設の利用時間等

の適切な集計の単位を設定し､倍額性のある資料から､漏れなく(網耳性)､正しく(正

確性)､斉任のある者によって(正当性)集計される仕鹿みを作って運用することが必

要です (これらの要件は､会計帳簿で必要とされているものと同じです)｡また､適

切な単価によって評価することも必要です｡こうした金銭換算の｢算定方法｣も財務猪

表に注記することにしています｡

次のような具体的な事例が考えられます｡

○会鼓室を無償で借りた際に､使用した時間や広さを正確に把録し､過去において､

同様な地域や規模や設備等の会議室を借りた際のlrrl当りの単価を参考にして決

定した単価で金戟換井した.

0イベント時に､個人から車を無料で借りた群に､走行軽便を記録し､所有者が経費

上杷振していた1キロ当りの維持費を参考にして井定した単価で金銭換井した｡

○事務所を無償で借りている蓉合に､使用している月数に､不動産屋の店頭で把握し

た近隣の類似の建物の1nす当りの賃貸料金を参考にして決定した単価で金銭換算

した｡

○パソコンの得意な会見にホームページの作成を無料 (ボランティア)で行ってもら

った際に､他のNPO故人の同様な業務の委託料を参考にして算定した｡

010名の通訳のボランティアの活動を､その時間数を官己録し､過去の平均的な通訳

料を参考に算定した単価で金銭換井した｡
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｢客観的に把握できる場合｣(活動計井手に計上できる場合)とは､｢合理的に算定で

きる場合｣の要件に加えて､計上されている金額を､外部資料等によって把握できるこ

とを意味しています｡例えば､イベント全壊の無併提供を受けた施設の部屋別の利用料

金表が､その施股のホームページに掲載されており､焦す提供された施設名と部長名を

財務措表の注紀に記載することによって､金銭換算した金額をインターネットで経常す

ることができる場合などです｡なお､単価については､この他､地域の最低賃金､専門

家EZl体の料金表､派遣会社の業種別賃金､地域の貸金統計等が資料として使用できるで

しょう｡

次のような具体的な事例が考えられます｡

○会簿重を無償で借りた廃に､当会鼓室が一般に公開している料金表をもって井定し

た｡

○イベント時に､レンタカー会社から車を無料で借りた際に､当レンタカー会社の料

金表をもって井定した｡

○孝義所を無償で借りている場合に､不動産管理会社が-般の入居予定者に提示して

いる当咳物件の賃貸料金をもって井定したo

Oプログラマーにホームページの更新作業を無料 (ボランティア)で行ってもらった

際に､当プログラマーから過去に頂いた請求書の報酬単価をもって算定した｡

010名の通釈のボランティアの活動を､外部の通釈派辻会社から頂いた経教年数等

に応じた報酬表を参考にボランティアごとに井定した｡

なお､上官己の何れの会計処理を選択する場合においても､資料を継続的に記録 .保

管すると共に､経理担当者などだけが単独で判断せず､できるだけ複数の関係者で協

放して算定することが望ましいと言えます｡



Q 26-4 無償又は著しく低い価格の施設の提供等による物的サービスの受け入れ

やボランティアの受け入れに関する財務拝表の注記の方法について教え

てください｡

A 無償又は著しく低い価格の施設の提供等による物的サービス等を受け入れたせ合

やボランティアの受け入れをした場合で､それらを金銭換斉して財務蕎麦で公表する

ことを選択した場合は､重要な会計方針に rどのような会計処理をおこなったか｣を

記載するとともに､金銭換算した金額､その内訳 (日数､時間数などの教皇や換掛 こ

使用した単価など)､算定の方法､を記載します｡内訳や算定方法などを記載する目

的は､利用者に信頼性の程度を理解してもらうためです｡

具体的には､以下のように考えます.

Ⅰ 無償又は著しく低い価格の施設の逢供等による物的サービス等の受け入れやボラ

ンティアの受け入れをした場合で､その物的サービスやボランティアの評価額を

｢合理的に算定できる場合｣には､｢財務常表に注記できる｣ことになっています｡

(注亨己することが強制されているわけではありません)

1 重要な会計方針

(省略)

(5)施牧の提供等の物的サービスを受けた草合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは､｢4.施設の提供等の物的サ

ービスの受入の内訳｣として注記しています｡

(6)ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供は､｢5.活動の原価の算定にあたって

必要なボランティアによる役務の捷供の内訳｣として注記しています｡

(省略)

4 施牧の提供等の物的サービスの受入の内訳

近隣の額似の会戦重の利用料金を参考にして算定

しています.

5.活動の原価の事定にあたって必要なボランティアによる役兼の提供の内訳

00事業相故員

■名×■日間
単価は XX地区の相談具の平均賃金を参考にし

て算定しています｡



Jl 無償又は著しく低い価格の施設の提供等による物的サービス等の受け入れやボ

ランティアの受け入れの事実はあったが､その事実について､会計上の処理を

しないことを選択した場合には､原則として,財務緒表には何も注紀する必要

はありません｡

Ⅲ 無償又柱著しく低い価格の施設の埠供等による物的サービス等の受け入れやボ

ランティアの受け入れの事実はあったが､その事実について､符に会計上の処

理をしないことを選択した蓉合においても､それらの受入れの事実があったこ

とを財務諸表に注記することは許容されるでしょう｡

重要な会計方卓十

(省略)

(5)施設の鰍 等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れはありましたが､そのサービスに

関する全書十上の処理は行わず､財務諸表の注一己も活動計井書の計上もし

ていません｡

(6)ボランティアによる役務の姓供の会計処理

ボランティアによる役務の捷供はありましたが､その役務の堤供に関す

る会計上の処軌ま行わず､財務帯表の注記も活動計算春の計上もしてい

ません｡

(省略)

Ⅳ 無償又は著しく低い価格の施設の提供等による物的サービス等の受け入れやボ

ランティアの受け入れの事実が無かった輩合や特にそれらの事実を会計処理上

把握する必要性がないと判断した沸合などには､原則として､財務緒表には何

も注記する必要はありません｡
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Q 26-5 無債又は著しく低い価格の施設の捷供等による物的サービス等を受け入

れた鎌倉やボランティアの受け入れをした場合で､活動計算書へ計上す

る場合はどのように表示したらよいですか?

A 無償又は著しく低い価格の施設のせ供等による物的サービス等を受け入れた場合

やボランティアの受け入れをした沸合で､r客観的に把握することができる落合｣に

は､財巷諸表の注記に加えて､活動計井書-計上することができます｡(活動計井書

に計上することが強制されているわけではありません｡注記だけとすることもできま

す｡)

活動計算啓に計上することを選択した場合にkLその会計方針や策定方法等を財務

諸表に注記すると共に､活動計芳書の経常収益の部に ｢施設等受入評価益｣や rボラ

ンティア受入評価益｣､連常井用の部に rボランティア評価有用｣や ｢施設等評価費

用J等の科目を設けて表示します.

I.倍動計算等に計上する場合の注記の記載例

1 重要な会計方針

(+L帖)

(5)施設の提供等の物的サービスを受けた暴食の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受入れは､活動計芳書に計上しています｡

また､計上額の算定方法は､r4 施設の提供等の物的サービスの受入

の内訳)に書己戟しています｡

(6)ボランティアによる役巷の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供は､活動計芳書に計上しています｡また､

計上額の算定方浜は､r5.活動の原価の井定にあたって必要なボラン

ティアによる役務の提供の内訳｣に官己載しています｡

(省略)

4 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

00 体育 館 の 一 般 市 民 が利 用す る 巷 合 の利 用 料 金
表により芽定しています｡

5 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内駅

00弁雲集士事務所で公表されている一般的な法律
相牧の時間単価により井定しています｡



n 活動計算書の記載例

≪活動計算奄≫

なお､｢施設等受入評価益Jと r施設等評価*用J､rボランティア受入評価益Jと rボ

ランティア評価費用｣はそれぞれ同額を計上します.
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Q 2711 使途が制約された寄付金等について､制約が解除された場合とは具体的

にどのような状況を意味するのでしょうか?

A 使途が制約された寄付金等には､明確な目的に使用されるべき目的の制約､将来の

一定期間または特定El以後に解除される時間の制約､あるいは両者を含むものに区分

されます｡こうした使途の制約は､受け入れた資産の制約目的が達成されたとき､時

間が経過したとき､あるいはその両者が達成されたときに解除されます｡この制約解

除についての情報は､NPO法人が現在の会計期間の活動のために､過去の会計期間

で得られた資産の使途制限の範囲を示すために重要な項目となります｡さらに､制約

の解除を罷1牡することは､その会計期間終了時における使途が制限された受入資産の

内容を確恩するためにも大変重要になります｡

このため､使途が制約された寄付金等について､制約が解除された藩合には注記の

r使途が制約された寄付等の内訳｣の当期減少額の柵に記載します｡

具体的には､次のような状況を制約の解除として†己載します｡

(1)寄付者等の意思で定められた使途等が完了した場合

(9地窯被災者に支援物資を届けることを目的とする金銭の寄付

支援物資を膿入した時ではなく､実際に被災者に届けた時に制約は解除

されたと考えます｡

② DVのシェルターとして使用するための土地及び建物の春付

土地は､永久に制約の解除はありません｡ただし､建物については､減

価伏却斉に相当する金額は､使途に従って使用されたので､その部分の制

約は解除されたと考えます｡

③ 奨学基金として使用するための現金預金の寄付

預金利息を奨学金の給付とし､奨学基金け元本として永久に保持するこ

とが条件であれば､永久に制約の解除はありません｡現預金を取り崩して

奨学金の給付に充てることが条件であれば､給付した金額が制約の解除と

考えます｡

Q)事業に使う備品や車両等を購入する目的の金銭の寄付

購入した備品や車両等の取得価額のうち､減価償却費に相当する金額に

ついて､制約が解除されたと考えます｡ただし､備品や車両等に使途が指

定されている寄付金等の歩合は､購入して事業のために使用を開始した時

に､制約が解除されたとみなすこともできます｡これは通常､備品や車両

に対する耐用年数は短く､建物のように耐用年数にわたって妹価償却のつ

ど制約の解除と考える原則的な方法をあえて要求しないでも､宕果的に利

用者の判断を誤らせることはないであろうとの考えから､肺便な方法を醒

めたものです｡ただしこの方法を採用した堵合は､その旨を重要な会計方
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針として記載しなければなりません｡

なお r備品又は車両等｣となっていますので､｢専｣の中には何が入るの

だろうと思われるかもしれません｡基準本文だけではわかりませんが､上

紀に述べたようにあくまで簡便法なので､その趣旨から考えて耐用年数が

短く､金額的にも重要性が低いものに限定されるでしょう｡

⑤5年間保有することを条件に贈与を受けた株式の寄付

5年間が経過したときに制約が解除されたと考えます｡

(2)制約が解除されていない栗産が災害等により消失した馨合

消失した部分は､春付の目的を果たすことができなくなったので､消失し

た部分について制約が解除されます｡

(3)制約が解除されていない資産の時価が著しく下落した場合

時価のある資産の時価が著しく下落した拳合には､寄付者の直接的な意図

でないにしろ､物理的な滅失と同様に考え､滅失した部分について制約が解

除されます｡

なお､以上述べたことは制約の解除に関してのことですが､当然重要性の

原則が適用されますので､非常に重要性の乏しい寄付金等のすべてに上官己の

方睦を適用してほしいとしているわけではありません｡ただ使途に制約のあ

る寄付金等に関しては､受入金額､減少額､次期舶 額を注記することとな

っていますので､重要性の判断 (注記事項とするか否か)は､制約の解除の

時というより､最初の受入時点で行うことになります｡つまり､本当に重要

性が乏しい場合には､最初から使途に制約のある寄付金等として取扱う必要

はありません｡



Q 27-2 使途が制約された寄付金等について重要性が高い着合の会計処理につ

いて具体例をあげて説明してください｡

A

《散例》地震被災者支援のための寄付金を以下のように受け入れた｡

(》寄付金の使途に関する制約 - 00地表被災者を援助するために､援助物資

②当年度受入寄付金の総額 5,000万円

③援助用物資の購入 ..当年度 5,000万円

設例にもとづく仕訳を示せば､次のようになります｡

① 寄付金の受入時

(借)現金預金 5,000万円 (質)受取寄付金 (指定) 5,000万円

r現金預金｣を貸借対照表の流動資産に計上するとともに､｢受取寄付金Jを活

動計算書の指定正味財産増減の部 (増加)に計上します｡

② 援助用物資5,000万円のJX入時

(借)被災者援助物資 5.000万円 (質)現金預金 5,000万円

｢被災者援助物資｣を貸借対照表の流動賢産に計上するとともに､｢現金現金｣

を貸借対照表の流動資産の減少とします｡

◎ 被災者-援助物資2,000万円を届ける｡

(借)事業費 援助用消耗品井 2.000万円

(隻)被災者援助物資 2,000万円

｢援助用消耗品費｣を活動計算書の一般正味財産増減の部 (増加)に計上する

とともに､r被災者援助物資｣を貸借対照表の流動資産の減少とします｡

項) 寄付者による制約の解除額を一般正味財産へ嶺替える｡

(借)一般正味財産への振替額 (指定) 2,000万円

(質)受取寄付金振替額 く一般) 2,000万円

｢一般正味財産-の振替額｣を括動計算書の指定正味財産増減の部 (減少)に

計上するとともに､｢受取寄付金振替額｣を活動計算書の一般正味財産増減の部(増

加)に計上します｡
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以上の仕訳にもとづく財務諸表の表示は､次のようになります｡

患_｣臥一匙.__基.__i
××年×月×日から××年×月×日まで

Ⅰ経常収益

受取寄付金振替額 2,000万円

Ⅲ 経常費用

1 +#*

2.000万円

指定正味財産増減の部

受取寄付金 5,000万円

Ⅰ 資産の部

1 流動資産
3,000万円

正 負価の部

Ⅲ 正味財産の部 ×××
1 指定正味財産 3,000万円



財務帯表の注記

指定正味財産から一般正味財産-の振替額の内駅

1 指定正味財産から一般正味財産-の振替額の内訳は､次のとお りです｡

2.指定正味財産から一般正味財産への振替による事業別税益の状況は､次のとおりです｡
科 目 A事業 B事業 災沓竣功g;秦 ■+ 管理焚 合 計

椴正味財産増減の部1BE常収益1.受n金井2_受敢寄付金 2,500.000 200.000 20.000.000 20.2○0.000 i,300,000 I.300,00020.200,000

3.事井収益4.その他収益&音収益ートtI益井井用人 I.900.000 4.400.000 200.000 4,400,000200.000

2,500.000 2.100,000 20.000.000 24.600,000 1,500,000 26.100,000

1.650.000850.000 20.000,000 3.650,00021.650.000 600,000700.00

1.仲井2.その他鼓舞経常費用計IJJ-●1-■J1-+■II■■-■■一■IJLJ■■-■■■■■I定正敗財産相帯の部Ⅰ受n寄付金 2,000,000800,000 4,250.00022.350,000

2.500.000 2_800ー000 20ー000_000 25300000 1_300_000 26_600_000

0 △ 700,000 0 △ 700.000 200,000 △ 500.000

100.000 loo,000 0 200.000 100,000 300,000

100.000 △ 6○0,000 ○ △ 500,000 300,000 △ 200,000

50,000.00 50,000.20.000.000 50.000,000△20.ODD,000

一■ttt一■■■■■■■■■■tTt■■■汝JlthZn1方正鼓付足ギー

30,000▲000 30,000.000 80.000,OOO

SO.000.000 30,000.000 80.000.000



Q 27-3 特定資産とはなんですか?使途が制約された寄付金等で取得して期末ま

で保有しているものは特定資産になるのですか?

A 特定資産とは､特定のEl的に使用するために保有している資産をいいます｡特定の

目的とは､単に注入の活動のためという暗広い日的ではなく､例えば､具体的な00事

業を行うために保有している資産であり､そのような資産であることを財務緒表を通じ

て表明することにもなります｡

様式例の勘定科目の悦明では以下のように取り扱っています｡

勘定科目 科目の悦明

1.流動資産○○特定資産

2.固定資産○○特定資産

では､特定資産をどのように定めたらよいのでしょうか｡特定資産の定め方には､】統

-した基準はありませんので､それぞれのNPO法人が独自に競走すればよいと考えて

います｡ただし､規定する着合に押さえておくべき点がありますので以下にまとめてお

きます.

特定の目的を持つ場合には､

① 外部の寄付者が寄付する時点で使途を制限することにより特定の目的を持つ場

合や助成団体等の助成がそもそも特定日的となっており特定目的の資産として

受入れる者合

② NPO法人自ら特定資産として指定する巷合

があります｡

Q)の特定目的の資産を受入れる場合には､NPO法人が独自に決める余地はありませ

ん｡他方､②の場合は､法人自らの意思に基づくものであり､NPO法人が独自に決め

る余地があるものです｡

ご質問にある｢使途が制約された寄付金等で取得して期末まで保有しているもの｣は､

受入れる時点で使用目的が特定されていますので､法人自らの特定資産にするか否かの

判断の余地はなく､受入れる時点で特定資産になります｡ただし､使途の制約が解除さ

れれば特定資産に該当しなくなりますのでその点についてはご留意ください｡使途指定

解除につきましては､Q27-1で取り上げていますのでそちらをご参照ください｡

なお､NPO法人会計基準の注解舞21項では､使途が制約された寄付等の内訳の注
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記の方法､また､注解第22項では､使途が制約された寄付等で重要性が古い場合の取

扱いに関して規定しておりますので､使途が制約された寄付等の重要性の程度により注

解第21項による注記となるか､注解第22項による会計処理となるかの違いがあります｡

Q 28-1 未使用額の返it義務がある使途が制約された繍助金等について､対象書

菜の途中で決井期末を迎えた巷合の会計処理を､具体例を挙げて悦明し

て下さい｡

A 助成金や補助金には､対象事業及び実施期間が定められ､未使用額の返遭軽坊が規

定されているものが多くあります｡このような補助金等について､実施期間とNPO

法人の会計期間が異なるため実施期間中に決算期末が到来し､決算期末時点では､先

に受取った補助金等のすべてを使い切っていない場合があります｡このような場合に

は､受取った補助金等のうち､事業年度兼に使用していない部分については､当期の

収益にせずに r前受助成金Jr前受補助金｣など､負債に計上します｡
以下､具体例を示します｡



いては返遭義務が接されています.なお､助成金は×年4月に全額入金されました.

<×年の会計処理>

助成金入金時

(借)現金預金 10,000,000 (質)受取助成金 10,000.000

期中処理

(借)××事業費 (具体的には､舷当する勘定科EI) 6,000,000

(栄)現金預金 6,000,000

期未処理

(借)受取助成金 4,000.000 (栄)前受助成金 4.000,000

<解税>

以上の処理の岩見､活動計井書 (×年1月1Elから×年 12月31日)では､受取助成

金600万円.事業費用600万円が計上され､使途等が特定された寄付金等として注記の

対食となります｡一方未使用額400万円は r前受助成金｣として負債に計上されます｡

なお､翌期には事業が終了しますから､活動計算書 (×1年1月1日から×1年 12

月31El)では､受取助成金400万円､事業費用400万円が計上され､使途等が特定さ

れた寄付金等として注記の対粂となります｡



<×年の注貫己例>

6 使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです｡当故人の正味財産は00円ですが､

そのうち使途が制約された財産はありません｡

(単位 円)

<注ぎ己の解説>

この注記の ｢当期受入額｣には､美辞に入金した助成金の額ではなく､あくまでも当

期に計上した受取助成金の額 (収益計上額)を富己載し､助成事業の実施済みの費用の額

を ｢当期減少額｣に記載します.この r当期受入額｣と ｢当期減少額｣は同額となるの

で r次期繰二越額｣は0となります｡これは､事業未実施相当額は､貸借対照表の負dF(蘇

受助成金)に計上されるため期末正味月~産には含まれておらず､従って r次期換越額｣

にもぎ己載されないことを意味しています｡補助金等に返遭義務がない落合は､全額が受

放助成金として収益に計上され､事業を実施 していない未使用額が期末正味財産に含ま

れるため､注記にその金額を紀載し､r次期繰越額Jにも記載することになります.た

だ､こうした収益計上額以外に､助成金等の総額や､決弊期末での兼使用額も一緒に見

ることができる方がわかりやすいので､こうした情報を注記のr備考｣柵に記載すること

が望ましいとしています.



<×1年の会計処理>

(倍)前受助成金 4,000,000 (貸)受取助成金 4,000,000

<×1年の注記例>

6使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです｡当法人の正味財産は00円ですが､

そのうち使途が制約された財産はありません｡

(単位 円)

内容 前期繰越額 当期受入額 当期城少額 次期繰越額 備考



Q 29-1 後払いの補助金等 (補助金等の交付が対象事業終了後となるもの)の会

計処理について､具体例を挙げて税明して下さい

A 補助金等については､交付決定がされていても､事業が先に実施され､補助金等の

交付は決算期をまたいで､翌期に交付される争合があります.このような､後払いの

補助金等で､まだ入金されていない補助金等についても､対象事業の実施に伴って当

掛 こ計上した費用に対応する金額を､未収補助金等として､今期の収益に計上します｡

以下､具体例を示します｡

<具体例> (この例は､助成金が後払いであること以外は､Q28-1と同じです)

○○助成財団から､××事業を×年 10月1日から×1年3月31日の期間で実施する

<×年の会計処理>

この歩合には､事業年度末で以下の仕釈を行います｡

(借)未収助成金 6,000.000 (普)受取助成金 6,000,000

<解脱>

括動計算脊 (×年1月1Elから×年 12月31日)では､受取助成金600万円､事業

の斉用600万円が計上され､使途等が特定された寄付金等として注記の対魚となりま

す｡

一方､貸借対照表には未収助成金600万円が計上されます｡なお､翌期に事業が予

定通り終了するとして､活動計井書 (×1年1月1日から×1年 12月31日)では､

受取助成金400万円､事業の費用400万円が計上され､使途等が特定された寄付金等

として注妃の対食となります｡
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<×年の注ぎ己例>

6使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです｡当法人の正味財産は00円ですが､

そのうち使途が制約された財産はありません.

(単位 円)

内容 前期継 額 当期受入額 当期減少額 次期鞄皆瀬 備考

<×1年の入金時の会計処理>

(鰭)現金預金 10,000,000 (貸)受取助成金 10.000,000
(借)受取助成金 6.000,000 (貸)未収助成金 6,000.000

- ×年において既に計上分との相殺

<×1年の注記例>

6使途が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付等の内訳は以下の通りです｡当法人の正味財産は00円ですが､

そのうち使途が制約された財産はありません｡

(単位 円)

内容 前期換産額 当期受入額 当期妹少額 次期舶 額 備考

○助成B]体成金 4,000,00 4,000,00 0 金されました.書十上済みであり､残ります.



Ⅶ 財務辞表の注記

Q 31-1 役員及びその近親者との取引を注記するのは何故ですか?金額にかかわ

らずすべて注育己するのですか?

A このNPO泣入会計基準はNPO法人の信頼性を高めるため､利害関係者に対し真

実な会計什報を伝達することを理念としています｡NPO法人に限らず､役且やその近

親者あるいは役具の関係会社等を通じて､社会的保原を親なうような取引が行われる恐

れは往々にしてあります｡そのため役且及び近親者との取引の透明性を確保し､不公正

なお金の涜れがないかどうかを利害関係者がチェックできる仕組みを担保しようと考

えました.

なお多くのNPO法人はミッション達成のため､El々 たゆまぬ努力を続けていらっし

ゃるわけですから､不正など起こるはずもなくこのような注一己は不要と考えられるかも

しれませんが､事実を示すことによって信頼性を確保するという情報開示の基本的考え

方に基づき､NPO法人と役員及びその近親者との間の取引は原則として注記を要する

ことにしました｡NPO法人と役員及びその近親者との間にまったく取引がない境合や

金額的重要性が低い着合には注記の必要はありません｡

1.役員及びその近親者の範田

①役点 く役員に準ずる相故役､顧問等で役員と同様に実質的に法人の経営に従事してい

ると艶められる者を含む｡以下同じ)

②その近親者 (2親等内の血族､配偶者並びに2親等内の姻族とする｡以下同じ｡)

③役員及びその近親者が支配している港人(役員及びその近親者が支配するという場合

の支配は､理事会や総会など機関意思の決定権を有する場合を意味しています｡具体的

に仕NPO法人の役負及びその近親者のグ/I,-プで社員総会の溝決権の過半数を占め

ている歩合や､NPO法人の役員及びその近親者が他の故人の代表取締役､代表理事な

ど凄める甘合の当核他の睦人が核当します｡以下同じ)

2 金額的重要性の判断の目安について

重要性が乏しいとして注記する必要がないのは､経常収益又は経常費用の各勘定科目の

金額の10%に相当する金額 (その金額が100万円を超える巷合は100万円とする｡)以

下を相当と考えています｡貸借対照表科目については､100万円以下の増減取引は金額

的重要性が低いものと考えています｡



事例①

NPO法人Ⅹは役負であるA氏が代表政挿役を勤める株式会社Yに対し､FEBサイトの

メンテナンス料として､1カ月 10万円､年間 1,200,000円の支払いをしています｡業

務委託費の総額は 11,000,000円です｡

<判定方法> ll,000,000円×10%-1,100.000円>1,000,000円 -1,000,000円

100,000円×12カ月-1,200,000円>1,000,000円

/注記するのが相当です｡このような場合は次のような注記となりますa

財務措表の注記

(9)役貞およびその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のようになっています｡ (単位 円)

科目 取引



事例②

NPO法人Xは､役且Aから90万円の借入をしています (他に役員等取引がないもの

とします)｡

<判定方法> 50.000,000円×10%-5.000,000円≧3,000,000円>1,000,000円

..往昔己するのが相当です｡このような各合は次のような注記となります｡

財務轄表の注記
(9)役員およびその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下のようになっています｡

(単位 円)

科 目 取引

10,000,000 3,000,000

3.注記を要しない役且取引

なお注解第 24項において役員に対する報酬､其与及び退職慰労金の支給については注

記を要しないとされていることに留意してください｡
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